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顧
客
情
報
の
紛
失
や
流
失
と
い
っ
た
個
人

情
報
の
漏
洩
事
件
が
増
加
し
た
こ
と
を
受
け
、

二
〇
〇
五
年
四
月
全
面
施
行
と
な
っ
た
個
人

情
報
保
護
法
。
施
行
後
二
年
を
経
て
、
法
律

に
準
じ
た
企
業
の
取
り
組
み
は
進
展
し
て
い

る
も
の
の
、
依
然
課
題
は
残
さ
れ
て
い
る
。

内
閣
府
の
「
平
成
一
七
年
度
個
人
情
報
保
護

に
関
す
る
法
律
施
行
状
況
の
概
要
」
に
よ
れ

ば
、
一
年
間
に
地
方
公
共
団
体
や
国
民
生
活

セ
ン
タ
ー
に
寄
せ
ら
れ
た
個
人
情
報
に
関
す

る
苦
情
相
談
は
約
一
万
四
〇
〇
〇
件
、
企
業

側
が
公
表
し
た
個
人
情
報
の
漏
え
い
事
案
は

一
五
五
六
件
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
企
業
活
動

に
と
っ
て
は
、
よ
り
一
層
の
情
報
管
理
の
厳

格
化
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、

顧
客
情
報
を
は
じ
め
と
す
る
情
報
の
取
得
が

困
難
に
な
る
な
ど
大
き
な
影
響
も
出
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
当
機
構
が
モ

ニ
タ
ー
委
嘱
先
に
四
半
期
ご
と
に
企
業
業

績
・
業
況
や
雇
用
情
勢
な
ど
を
聞
い
て
い
る

ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ー
バ
ー･

モ
ニ
タ
ー
調
査
で
は
、

特
別
調
査
の
テ
ー
マ
と
し
て
、
個
人
情
報
保

護
法
を
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
た
。
モ
ニ
タ
ー

の
企
業
（
一
〇
〇
社
）、
事
業
主
団
体
（
五

四
団
体
）
に
、
個
人
情
報
保
護
法
施
行
後
二

年
を
経
過
し
た
時
点
で
の
企
業
等
の
取
り
組

み
情
況
を
聞
い
た
。
当
機
構
で
は
同
法
施
行

前
の
〇
五
年
三
月
に
同
様
の
調
査
を
実
施
し

て
お
り
、
本
稿
で
は
法
律
施
行
前
後
の
比
較

も
行
う
。
モ
ニ
タ
ー
調
査
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
専
用
回
答
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
を
利
用
し

た
ア
ン
ケ
ー
ト
方
式
で
、
〇
七
年
三
月
三
〇

日
〜
四
月
二
三
日
に
実
施
。企
業
七
八
社（
回

収
率
七
八
・
〇
％
）
か
ら
回
答
が
寄
せ
ら
れ

た
。
本
稿
で
は
、
企
業
に
聞
い
た
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
の
結
果
を
紹
介
す
る
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
施
行
後
二
年
を
経
た
現

時
点
で
、
個
人
情
報
保
護
法
に
対
す
る
企
業

側
の
意
識
や
対
応
状
況
は
大
き
く
前
進
し
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
企
業
の
個

人
情
報
保
護
方
針
に
当
た
る
「
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
ポ
リ
シ
ー
」
を
策
定
、
公
表
し
て
い
る
企

業
は
前
回
の
五
八
・
三
三
％
か
ら
八
五
・
九

％
へ
、
ま
た
社
内
の
情
報
管
理
を
定
め
た
何

ら
か
の
規
程
が
あ
る
と
し
た
企
業
は
前
回
の

四
六
・
九
％
か
ら
ほ
ぼ
倍
増
の
九
四
・
八
七

％
へ
大
幅
に
伸
び
て
い
る
。

方
針
・
規
定
の
策
定
や
管
理･

監
視
体
制
な
ど
制
度
面
の
整

備
が
大
き
く
進
展

　

政
府
の
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
「
基
本

方
針
」
が
、
企
業
に
対
し
て
策
定
・
公
表
を

求
め
て
い
る
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー
」

（
個
人
情
報
保
護
方
針
）
を
、「
す
で
に
、
策

定
し
て
公
表
し
て
い
る
」
企
業
が
八
五
・
九

％
と
な
り
、
前
回
調
査
の
五
八
・
三
％
か
ら

大
き
く
取
り
組
み
が
進
展
し
て
い
る
。「
現
在
、

策
定
中
」、「
今
後
、
策
定
を
検
討
す
る
」
を

加
え
る
と
九
六
・
二
％
と
ほ
ぼ
す
べ
て
の
企

業
に
「
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
ポ
リ
シ
ー
」

の
整
備
に
関
す
る

意
識
が
定
着
し
て

き
て
い
る
と
言
え

よ
う
（
図
１
）。

　

個
人
情
報
に
関

す
る
管
理
体
制
で

は
、
個
人
情
報
に

関
す
る
管
理
責
任

者
（
Ｃ
Ｐ
Ｏ
、
Ｃ

Ｉ
Ｏ
な
ど
）
を
設

置
済
み
と
す
る
企

業
が
八
五
・
九
％
、

「
今
後
、
設
置
を

検
討
」（
六
・
四
％
）

を
加
え
る
と
九

二
・
三
％
と
な
り
、

ビジネス・レーバー･モニター特別調査 個人情報保護法の施行から２年

社内規程ありが２年間で倍増の94.87％に
防止策のトップが「PC持ち出し禁止」に交代

企業の取り組みが大幅に前進―施行前と比較調査

【個人情報保護法】
　個人情報法は、個人情報の有用性に配慮しながら、個
人の権利や利益を保護することを目的とし、官民を通じ
た基本法と民間の事業者に対する個人情報の取り扱いの
ルールの部分から構成されている。
　対象となるのは、体系的に整理された個人情報を 5,000
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声や映像、ＩＤ、メールアドレスなど、個人を特定でき
るよう照合可能な情報も含まれる。企業には、「利用目的
の特定・公表」、「適正管理、利用、第三者への提供」、「本
人の権利と関与」、「本人の権利への対応」「苦情の処理」と
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義務に違反し、主務大臣の命令に従わなかった場合には
６ヶ月以下の懲役または 30 万円以下の罰金。
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前
回
調
査
で
設
置
済
み
と
す
る
企
業
六
三
・

五
％
を
大
き
く
上
回
っ
た
。
管
理
責
任
者
は
、

「
情
報
管
理
に
関
わ
る
役
員
ク
ラ
ス
」
が
七

五
・
六
％
、「
部
長
ク
ラ
ス
」
が
六
・
四
％
、「
課

長
ク
ラ
ス
」
が
三
・
九
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

個
人
情
報
に
関
わ
る
ル
ー
ル
が
守
ら
れ
て

い
る
か
を
チ
ェ
ッ
ク
・
監
視
す
る
個
人
情
報

保
護
委
員
会
な
ど
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、

「
す
で
に
、
設
け
て
い
る
」
と
答
え
た
企
業

が
七
一
・
八
％
と
な
り
、
前
回
調
査
の
五
二
・

一
％
を
大
き
く
上
回
っ
た
。
具
体
的
な
仕
組

み
を
聞
い
た
自
由
記
述
回
答
で
は
、
専
門
の

独
立
し
た
委
員
会
を
設
置
し
、
年
単
位
、
月

単
位
な
ど
定
期
的
に
社
内
情
報
共
有
、
監
査

を
行
っ
て
い
る
事
例
が
多
く
み
ら
れ
た
。

漏
洩
後
の
危
機
管
理
体
制「
報

告
・
連
絡
」
九
割
、「
事
実
関

係
調
査
・
好
評
」
七
割
、「
マ

ニ
ュ
ア
ル
化
」
六
割
強

　

万
が
一
、
個
人
情
報
を
漏
洩
さ
せ
て
し
ま

っ
た
場
合
の
危
機
管
理
体
制
は
、「
報
告
・
連

絡
体
制
」
が
九
一
・
〇
％
、「
事
実
関
係
調
査
・

公
表
」
が
七
一
・
八
％
、「
危
機
管
理
の
マ
ニ

ュ
ア
ル
化
」
が
六
四
・
一
％
、「
所
管
官
庁
・

情
報
提
供
個
人
へ
の
説
明
」
六
〇
・
三
％
と

な
っ
た
（
複
数
回
答
）。

　

社
内
の
情
報
管
理
に
つ
い
て
の
ル
ー
ル
を

定
め
た
規
程
に
つ
い
て
、「
個
人
情
報
保
護
を

含
め
た
情
報
管
理
規
程
（
文
書
に
よ
る
）
を

設
け
て
い
る
」
と
回
答
し
た
企
業
が
前
回
調

査
の
七
〇
・
八
％
か
ら
八
九
・
七
％
へ
と
大

き
く
伸
び
た
。「
個
人
情
報
保
護
は
含
ま
れ

な
い
が
、
何
ら
か
の
情
報
管
理
規
程
を
設
け

て
い
る
」
が
、
五
・
一
％
、「
文
書
に
よ
る
規

程
は
な
い
が
、
慣
行
と
し
て
の
ル
ー
ル
は
あ

る
」
が
一
・
三
％
、「
規
程
は
な
く
、
慣
行
も

な
い
」
が
二
・
六
％
と
な
っ
て
い
る
（
図
２
）。

　

個
人
情
報
を
含
む
情
報
管
理
を
定
め
て
い

る
の
は
、「
個
別
の
個
人
情
報
保
護
規
程
」
が

八
〇
・
七
七
％
、「
取
引
先
と
の
契
約
書
（
委

託
・
派
遣
契
約
含
む
）」
が
六
八
％
、「
秘
密

保
持
に
関
す
る
契
約
書
・
誓
約
書
」
が
六
〇
・

〇
％
、「
就
業
規
則
」
が
五
三
・
九
％
と
な
っ

て
い
る
（
複
数
回
答
）。

「
契
約
書
・
誓
約
書
」
の
提
出
、

社
員
七
割
、
パ
ー
ト
・
派
遣
・

契
約
五
割
、

　

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー
、
規
程
等
の
制

度
面
に
加
え
て
、
従
業
員
に
対
す
る
個
人
情

報
保
護
の
取
り
組
み
も
、
多
様
化
す
る
就
業

形
態
や
雇
用
の
流
動
化
の
進
展
と
あ
わ
せ
て

重
要
性
を
増
し
て
い
る
。

　

個
人
情
報
保
護
を
含
め
た
「
秘
密
保
時
に

関
す
る
契
約
書
・
誓
約
書
」
を
、
正
社
員
か

ら
求
め
る
企
業
が
六
九
・
二
％
、
パ
ー
ト
タ

イ
マ
ー
か
ら
求
め
る
で
は
五
〇
・
〇
％
、
派

遣
社
員
で
四
七
・
四
％
、
契
約
社
員
は
五
六
・

四
％
と
な
っ
て
お
り
、
前
回
調
査
と
ほ
ぼ
同

様
の
結
果
と
な
っ
た
（
図
３
）。

　
「
秘
密
保
持
に
関
す
る
契
約
書
・
誓
約
書
」

の
提
出
は
、
正
社
員
の
場
合
は
「
入
社
時
に

求
め
る
」（
七
三
・
一
％
）、「
退
職
時
に
求
め

る
」（
四
六
・
一
五
％
）
が
多
く
、「
出
向
受
け

入
れ･

送
出
時
」（
一
五
・
三
八
％
）、「
転
籍
受

け
入
れ
・
送
出
時
」（
一
二
・
八
二
％
）、「
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
等
特
定
の
仕
事
に
就
く
と
き
」

（
七
・
六
九
％
）
と
続
い
て
お
り
、
職
場
へ

の
入
退
出
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
（
複
数
回
答
）。
パ
ー
ト
、

派
遣
、
契
約
社
員
の
場
合
は
、「
働
き
始
め
た

時
点
」
と
す
る
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
五
一
％
、

五
八
％
、
五
八
％
と
も
っ
と
も
多
い
。
入
社

時
点
で
提
出
を
求
め
て
い
な
か
っ
た
正
社
員

に
対
し
て
は
、「
改
め
て
誓
約
書
の
提
出
を
求

め
る
」
企
業
が
四
一
・
〇
％
と
前
回
調
査
の

二
八
・
一
％
か
ら
大
き
く
伸
び
て
い
る
（
図

４
）。防

止
策
の
ト
ッ
プ
は
二
年
前

の「
ア
ク
セ
ス
制
限
」か
ら「
Ｐ

Ｃ
持
ち
出
禁
止
」
に
交
代

　

従
業
員
向
け
の
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る

教
育
・
研
修
を
、「
す
で
に
実
施
し
て
い
る
」

企
業
が
八
三
・
三
％
と
前
回
調
査
の
六
三
・

五
％
と
大
き
く
伸
び
た
。「
今
後
、
実
施
を

検
討
す
る
」
企
業
が
前
回
調
査
で
は
三
〇
・

図１　プライバシーポリシー策定の有無

58.3

29.2

11.5
1.0 0

86

5.1 5.1 1.3 2.6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

05年調査 07年調査

す
で
に
策
定
し
て
公
表
し

て
い
る

現
在
、
策
定
中

今
後
、
策
定
を
検
討
す
る

特
段
、
対
応
す
る
考
え
は

な
い

無
回
答

図２　社内情報管理を定めた規程の有無
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個
人
情
報
保
護
を
含
め

た
情
報
管
理
規
程
（
文

書
に
よ
る
規
程
）
を
設

け
て
い
る

個
人
情
報
保
護
は
含
ま

れ
な
い
が
、
何
ら
か
の

情
報
管
理
規
程
（
文
書

に
よ
る
規
程
）
を
設
け

て
い
る

文
書
に
よ
る
規
程
は
な

い
が
、
慣
行
と
し
て
の

ル
ー
ル
は
あ
る

規
程
は
な
く
、
慣
行
も

な
い

無
回
答

図３　秘密保持に関する契約書・誓約書の提出を求める従業員
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二
％
だ
っ
た
と
こ
ろ
、
今
回
は
一
一
・
五
％

と
低
下
し
て
お
り
、
実
施
に
踏
み
切
っ
た
企

業
が
多
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
（
図
５
）。

　

現
在
行
っ
て
い
る
情
報
漏
え
い
の
防
止
策

を
聞
い
た
設
問
で
は
、
前
回
調
査
で
第
一
位

と
な
っ
た
「
個
人
デ
ー
タ
へ
の
ア
ク
セ
ス
制

限
、・
権
限
の
明
確
化
」
が
六
四
・
一
％
と

前
回
調
査
の
八
三
・
三
％
か
ら
低
下
し
て
全

体
の
六
位
と
な
っ
た
。
代
わ
っ
て
第
一
位
と

な
っ
た
の
は
、「
ノ
ー
ト
Ｐ
Ｃ
な
ど
Ｏ
Ａ
危
機

の
持
ち
出
し
制
限
」（
八
二
・
一
％
）、
つ
い

で
「
個
人
デ
ー
タ
へ
の
ア
ク
セ
ス
制
限
・
権

限
の
明
確
化
」（
七
九
・
五
％
）、「
サ
ー
バ
ー

ル
ー
ム
な
ど
へ
の
立
ち
入
り
制
限
」（
七
六
・

九
％
）、「
書
類
の
持
ち
出
し
制
限
」（
六
六
・

七
％
）、「
Ｗ
ｅ
ｂ
コ
ン
テ
ン
ツ
閲
覧
の
監
視

（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
）・
ア
ク
セ
ス
制
限
」（
六
五
・

三
％
）
と
な
っ
て
い
る
（
複
数
回
答
）。

　

従
業
者
個
人
の
情
報
（
雇
用
管
理
に
関
す

る
個
人
情
報
な
ど
）
の
保
護
に
関
し
、
従
業

者
の
個
人
情
報
を
出
向
や
転
籍
な
ど
の
場
合

に
他
の
会
社
に
移
転
さ
せ
る
際
の
情
報
管
理

ル
ー
ル
を
、「
設
け
て
い
る
」
と
す
る
企
業
が

三
五
・
九
％
と
な
っ
た
。
前
回
調
査
で
は「
設

け
て
い
る
」
と
す
る
企
業
が
一
二
・
五
％
で
、

「
今
後
設
け
る
予
定
」
と
す
る
が
二
九
・
二

％
、「
設
け
る
こ
と
を
検
討
す
る
」
が
二
五
・

〇
％
だ
っ
た
。
前
回
調
査
で
「
予
定
」
も
し

く
は
「
検
討
す
る
」
と
し
て
い
た
企
業
の
多

く
が
実
際
に
ル
ー
ル
を
策
定
し
た
こ
と
が
わ

か
る
（
図
６
）。

　

出
向
・
転
籍
先
の
会
社
に
従
業
者
の
個
人

情
報
を
移
転
さ
せ
る
場
合
、
本
人
の
同
意
を

得
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、前
回
調
査
で「
得

て
い
な
い
」
が
三
八
・
六
％
、「
得
て
い
る
」

が
二
八
・
一
％
、「
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
」
が

一
八
・
八
％
だ
っ
た
が
、
今
回
は
「
得
て
い

る
」が
三
三
・
三
％
と
逆
転
。「
得
て
い
な
い
」

が
二
八
・
二
％
、「
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
」
が

二
四
・
四
％
と
な
っ
た
（
図
７
）。

過
半
数
の
企
業
で
苦
情
受
付

の
窓
口
を
設
置
（
一
般
顧
客

と
従
業
員
専
用
あ
わ
せ
て
）

　

従
業
者
に
対
し
て
、
保
有
個
人
情
報
の
開

示
請
求
や
苦
情
な
ど
を
受
け
付
け
る
制
度
・

窓
口
を
設
け
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

「
一
般
顧
客
向
け
に
加
え
て
、
従
業
員
専
用

の
制
度
・
窓
口
を
設
け
て
い
る
」
と
回
答
し

た
企
業
が
五
五
・
一
三
％
と
前
回
調
査
の
四

七
・
九
％
と
同
様
、
も
っ
と
も
多
く
な
っ
て

い
る
。
つ
い
で
、「
一
般
顧
客
向
け
の
制
度
・

窓
口
で
、
従
業
者
向
け
を
兼
ね
て
い
る
」
企

業
が
一
四
・
一
％
で
続
い
て
い
る
。

　

顧
客
向
け
と
従
業
者
用
の
違
い
に
つ
い
て

自
由
記
述
で
聞
い
た
設
問
で
は
、「
顧
客
向
け

窓
口
は
総
務
部
担
当
で
あ
り
、
従
業
者
向
け

は
人
事
部
担
当
と
な
っ
て
い
る
」「
従
業
者
向

け
の
窓
口
は
、
事
業
所
ご
と
に
設
置
」「
顧
客

向
け
窓
口
は
事
業
部
ご
と
に
設
置
し
、
従
業

者
向
け
は
本
社
人
事
部
に
置
い
て
い
る
」
な

ど
の
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
ほ
ぼ
前
回
調
査
と
同

様
の
内
容
と
な
っ
た
。

図４　秘密保持に関する契約書・誓約書の提出を求める時期
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図５　従業員に対する個人情報保護に関する教育・研修の実施
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三
分
の
一
が
委
託
契
約
、
業

務
請
負
で
誓
約
書
求
め
る

　

業
務
請
負
に
つ
い
て
は
、
契
約
で
個
別
労

働
者
の
誓
約
書
を
求
め
る
と
す
る
企
業
が
三

二
・
一
％
、
求
め
て
い
な
い
と
す
る
企
業
が

六
二
・
八
％
と
な
っ
て
い
る
（
図
９
）。

　

委
託
契
約
等
の
中
に
、
個
人
情
報
保
護
に

関
す
る
項
目
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
、「
ほ
と
ん
ど
の
契
約
書
に
個
人
情

報
保
護
を
含
む
情
報
管
理
ル
ー
ル
が
入
っ
て

い
る
」
と
回
答
し
た
企
業
が
六
四
・
一
％
と

前
回
調
査
の
四
九
・
〇
％
か
ら
一
五
ポ
イ
ン

ト
増
え
た
。
つ
い
で
、「
特
定
の
契
約
に
情
報

管
理
ル
ー
ル
が
入
っ
て
い
る
」
が
一
四
・
一

％
と
な
っ
て
い
る
。
前
回
調
査
で
一
三
・
五

％
だ
っ
た
「
ほ
と
ん
ど
の
契
約
に
情
報
管
理

ル
ー
ル
は
入
っ
て
い
な
い
」
の
割
合
は
、
今

回
は
二
・
五
六
％
と
大
幅
に
低
下
し
て
お
り
、

委
託
契
約
等
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
を
含

む
情
報
管
理
ル
ー
ル
に
関
し
て
、
意
識
が
高

ま
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
委
託
契
約
に

関
す
る
具
体
的
な
個
人
情
報
保
護
規
程
で
は
、

前
回
同
様
に
「
個
人
情
報
の
漏
洩
・
盗
用
の

禁
止
」
が
七
九
・
五
％
と
も
っ
と
も
多
く
、

つ
い
で
「
利
用
後
の
個
人
デ
ー
タ
の
適
切
な

返
却
・
削
除
」（
六
二
・
八
％
）、「
デ
ー
タ
漏

え
い
等
の
事
故
が
起
き
た
際
の
報
告
義
務
」

（
六
二
・
〇
％
）、「
デ
ー
タ
漏
え
い
等
の
事

故
の
際
の
委
託
先
責
任
の
明
確
化
」（
六
〇
・

二
％
）
と
な
っ
て
い
る
（
図
８
）（
複
数
回
答
）。

労
働
組
合
と
の
協
議
は
停
滞

気
味―
組
合
員
と
の
利
益
調

整
が
主
目
的

　

今
回
の
調
査
で
は
、
前
回
調
査
に
引
き
続

き
、
個
人
情
報
保
護
と
労
働
組
合
と
の
か
か

わ
り
に
つ
い
て
聞
い
た
。
雇
用
管
理
に
か
か

わ
る
個
人
情
報
デ
ー
タ
の
う
ち
、
開
示
で
き

な
い
も
の
を
特
定
す
る
た
め
に
、
労
働
組
合

な
ど
と
労
使
協
議
を
実
施
し
た
か
に
つ
い
て

は
、
六
六
・
七
％
（
前
回
五
三
・
一
％
）
の

企
業
が
「
特
段
の
協
議
は
行
っ
て
い
な
い
」

と
回
答
。「
労
働
組
合
と
協
議
し
た
」
の
は

二
八
・
二
％
（
前
回
二
一
・
九
％
）
で
、「
今

後
、
労
働
組
合
と
協
議
す
る
」
二
・
五
六
％

（
前
回
二
〇
・
八
％
）
と
な
り
、
労
使
協
議

を
実
施
す
る
企
業
が
前
回
か
ら
若
干
増
え
て

い
る
。
し
か
し
、「
今
後
、
労
働
組
合
と
協
議

す
る
」
と
し
た
企
業
が
大
幅
に
ポ
イ
ン
ト
を

下
げ
て
お
り
、
前
回
調
査
で
「
今
後
、
協
議

す
る
」
と
し
た
企
業
が
実
際
に
協
議
し
た
か
、

も
し
く
は
実
際
の
実
務
を
通
じ
て
、
個
人
情

報
保
護
に
お
い
て
労
働
組
合
側
と
の
協
議
が

必
要
と
思
わ
な
い
企
業
の
割
合
が
上
昇
し
た

か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
自

由
記
入
欄
で
見
ら
れ
た
労
働
組
合
と
の
具
体

的
な
協
議
の
中
身
は
、「
従
業
員
情
報
の
利
用

目
的
や
非
開
示
項
目
」
と
す
る
企
業
が
多
く

み
ら
れ
、
労
働
組
合
員
の
利
益
と
の
調
整
を

は
か
る
も
の
が
主
目
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
（
図
10
）。

個
人
情
報
保
護
の
対
策
は
今

後
と
も
優
先
度
の
高
い
課
題

　

個
人
情
報
保
護
法
施
行
前
の
〇
五
年
三
月

に
実
施
し
た
調
査
で
は
、
企
業
に
お
け
る
個

人
情
報
保
護
の
基
本
方
針
で
あ
る
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
ポ
リ
シ
ー
を
す
で
に
有
し
て
い
る
企
業

は
半
数
程
度
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
今
回
の
調

査
で
は
、
個
人
情
報
保
護
法
の
施
行
後
か
ら

二
年
を
経
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー
な

ど
の
基
本
方
針
を
ほ
と
ん
ど
の
対
象
企
業
が

保
持
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が

調
査
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
た
。
ま
た
、
就
業

規
則
に
織
り
込
む
だ
け
で
な
く
、
独
立
し
た

規
程
を
整
備
す
る
企
業
が
大
多
数
を
占
め
て

い
た
。
加
え
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー

や
規
定
の
運
用
に
あ
た
っ
て
、
委
員
会
を
設

置
し
て
定
期
的
な
会
合
を
開
く
企
業
も
増
え

て
き
て
い
る
。
従
業
員
に
対
す
る
取
り
組
み

で
は
、
Ｐ
Ｃ
持
ち
出
し
制
限
や
サ
ー
バ
や
デ

ー
タ
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
限
の
整
備
な
ど
の
方

策
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
と
な
っ

た
。

　

そ
の
一
方
で
、
冒
頭
紹
介
し
た
平
成
一
七

年
の
内
閣
府
調
査
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
情

報
漏
洩
事
件
は
後
を
絶
た
な
い
。
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
ポ
リ
シ
ー
や
規
程
の
整
備
、
従
業
員
に

対
す
る
取
り
組
み
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
問

題
が
発
生
し
た
際
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン

ト
の
あ
り
方
も
合
わ
せ
て
、
個
人
情
報
保
護

に
対
す
る
取
り
組
み
は
、
今
後
と
も
企
業
に

と
っ
て
重
要
度
の
高
い
課
題
だ
と
い
え
よ
う
。

（
調
査
・
解
析
部　

山
崎
憲
）

図８　委託契約等に個人情報保護を含む情報管理ルールに関する事項が含まれ
　　　ているか否か
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　　　を特定することなどについて、労使協議を行ったか
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図９　業務請負について契約で個別労働者の誓約
　　　書を求めているか（07年調査）
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